
 

北海道学芸職員部会入会申込書 

 

令和  年  月  日 

 

北海道博物館協会学芸職員部会に加入したいので、本申込書を提出します。またあわせ

て北海道博物館協会学芸職員部会メーリングリストの登録も申請します。 

     

 

① 氏 名                      

 

② 所 属                       

 

③ 所属所の住所 〒   ―                          

 

                                                                               

 

④ 電話番号                             

 

⑤ ＦＡＸ番号                            

 

⑥ E-mail                       

 

  ＊メーリングリストに登録するアドレスをご記入ください。部会からの連絡はすべてこのメーリングリストを通じ

て行われるので、頻繁にご覧になるアドレスをお願いします。 

   ＊本会の規約を添付しますので、ご一読ください。 

 

 

★会費入金について 

  年会費は１，０００円になります。郵便局に備え付けの「払込取扱票」に必要事項を

ご記入の上、次のページの記入例を参考の上、下記の口座番号にお振込みください。 

 

  ■口座番号：０２７００－０－１００８８５ 

  ■加入者名：北海道博物館協会学芸職員部会 

   

 

  

＜お申込み・お問合せ先＞ 

北海道博物館協会学芸職員部会 事務局 石井淳平 

〒043－1104 北海道檜山郡厚沢部町字上里 68−13 

Tel：080-6094-8439 

E-mail junpei9@gmail.com 



郵便局でお振込の場合の「払込取扱票」記入例 

 

 

 

平成 24 年度会費 

こちらも記入ください！ 



 

北海道博物館協会学芸職員部会規則 

 

（名称） 

第１条 この会は、北海道博物館協会学芸職員部 

とする。 

（組織） 

第２条 この会は、北海道博物館協会の会員、及び 

この会の趣旨に賛同するものをもって組織

する。 

（目的） 

第３条 この会は、会員相互の連携を図り、博物館 

に関する専門的調査、研究をすることを目 

的とする。 

（事業） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため 

次の事業を行う。 

   １ 博物館に関する専門的調査、研究 

   ２ 会員相互の情報交換 

   ３ その他本会の目的達成に必要な事業 

（役員） 

第５条 この会に次の役員を置き、事務局長宅に 

事務局を置く。 

   １ 部 会 長   1名 

   ２ 副 部 会 長   2名  

   ３ 事 務 局 長   1名 

   ４ 事務局次長    1名 

   ５ 幹 事  若干名 

   ６ 監 事   2名 

（役員職務） 

第６条 部会長は、この会を代表し会務を掌握する。 

    副部会長は、部長を補佐し、部会長事故 

あるときは、その事務を代理する。 

    事務局長は、会計・庶務を処理する。 

    幹事は、会務を執行する。 

    監事は、この会の会計を監査する。 

（役員会） 

第７条 部会役員会は、部会長、副部会長、事務局 

長、幹事、監事をもって構成する。 

第８条 部会役員会は、会長の承認を受け、部会長 

が召集し、次の事項を審議する。 

   １ 予算及び決算についての事項 

   ２ 事業についての計画及び報告 

   ３ その他の会務の執行についての事項 

（役員の選出） 

第９条 部会役員は、すべて部会の総会において選 

出する。 

 

 

第１０条 部会役員の任期は、2 年とする。ただ

し再任を妨げない。 

（総会） 

第１１条 部会の定期総会は、会長の承認を受け、

部会長が召集し年 1 回開催する。なお

部会長が必要と認めたとき、または部

会員の 3 分の１以上の要求があれば、

臨時総会を開かなければならない。 

第１２条 部会の総会は、会員の 3 分の１以上の

出席がなければ成立しない。ただし、

委任状をもって代えることができる。 

第１３条 部会の総会の決議は、出席者の 2 分の

１以上の賛成を得なければならない。 

（会計） 

第１４条 この会の会計年度は、当年度の総会日

に始まり、翌年度の総会前日に終わる。 

（経費） 

第１５条 この会の経費は、会員の会費・助成金

及びその他の収入をもって充てる。 

（会費） 

第１６条 会員の会費は、次のとおりとする。 

      年額 １，０００円 

     会費が 2 年間未納の場合は、退会とな

る旨を通知し、それでも会費未納の場

合は年度末をもって退会とする。 

（その他） 

第１７条 この会を施行するために必要な細則は、

部会役員会において定め、協会役員会

に報告するものとする。 

 

    附則 この会則は昭和５２年７月２８日

から施行する。 

    平成３年７月 23日 一部改正 

    平成５年７月 7日 一部改正  

（第 5条） 

平成 20年 9月 25日一部改正 

（第 2条、第 16条） 

    平成 23年 11月 9日 一部改正 

（第 5条、第 14条） 

    平成 25年 8月 29日 一部改正 

        （第 5条） 


